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相浦警察署協議会第１回会議議事概要

日 時 令和５年１月23日(月) 14時00分～15時30分

場 所 相浦警察署講堂

１ 協議会

内橋会長 千住委員 松瀬委員 松瀨委員 原口委員

出 席 者 ２ 警察署

尾﨑署長 松山交通課長 林山地域課長

３ 書記

警務係長

１ 前回会議での協議会の意見に対する推進状況について

署長から、前回協議会における提出意見に対する推進状況につい

て、次のとおり説明があった。

(1) 「年末年始に向けた飲酒運転等悪質運転の取締りの強化」につ

いて

ア デジタルサイネージを活用した交通安全広報の実施

管内各地区のコミュニティーセンターに設置されているデジ

タルサイネージを活用して飲酒運転の防止など、交通安全広報

を実施した。

イ 令和４年12月14日から同月23日までの間、年末の交通安全県

民運動が実施されたことから、12月14日に水陸機動団団員と合

同で、反射材着用促進運動及び飲食店の訪問活動を実施した。

ウ 飲酒運転取締り及び夜間検問の実施

会議の状況 週末を中心に夜間の飲酒運転取締り等を目的とした夜間検問

を実施し、12月16日には佐世保署及び交通機動隊と合同で夜間

検問を実施した。

なお、12月４日及び同月25日には、パトロール中の当署員が

飲酒運転の違反者を発見し、現行犯逮捕した。

エ 街頭活動強化による交通事故防止対策の推進

登下校時間帯における通学路の街頭監視活動やパトカーによ

るレッド走行等の警戒活動を実施した。

(2) 「年末における街頭取締り活動の強化による各種犯罪の防止と

不審者対策の強化」について

ア 万引き防止対策の実施

万引き防止対策として、管内所在の食料品店、薬品店等を中

心に店内立入り警戒を実施した。

イ 不審者対策の強化

管内における機動警らを強化し、不審者に対する積極的な職

務質問を実施して無免許運転や飲酒運転等の悪質違反を検挙した。

ウ 年末警戒の実施

昨年末は、管内所在の金融機関、コンビニエンスストア等を

中心として各種防犯対策に主眼を置いた警戒活動を実施した。



２ 令和４年10月から12月までの業務重点推進結果について

署長から次のとおり説明があった。

(1) 地域住民の要望等を反映した活動の推進

ア 警察安全相談の適正処理の推進

イ 被害者のニーズに対応した被害者支援の推進

(2) 犯罪の起きにくい社会づくり及び各種犯罪の未然防止と拡大防

止対策の推進

ア 犯罪抑止対策の推進

イ 関係機関・団体との協働による地域安全運動の推進

(3) 身近な犯罪の徹底検挙及びニセ電話詐欺事件の検挙と発生防止

(4) 交通死亡事故抑止対策の推進

ア 夜間の交通事故抑止対策の推進

イ 高齢者の交通事故抑止対策の推進

(5) 街頭活動の強化による犯罪の検挙及び抑止活動の推進

ア 職務質問による犯罪検挙の推進

イ 年末にかけての犯罪抑止活動の推進

ウ 巡回連絡を通じた情報発信活動の推進

(6) 有事に即応できる警備諸対策の推進

ア テロ等違法行為対策の推進

イ 沿岸警戒等による不法入国者等の発見・検挙

ウ 自然災害への対応

３ 令和５年相浦警察署業務運営重点について

署長から、次のとおり説明があった。

(1) 基本姿勢

県民の期待と信頼に応える力強い警察

安心で安全な長崎県を目指して

(2) 運営指針

ア 犯罪から県民を守る総合的な取組の推進

イ サイバー空間の脅威への的確な対処

ウ 悪質・重要犯罪の徹底検挙と組織犯罪対策の推進

エ 交通死亡事故・重傷事故抑止対策の推進

オ 治安情勢の変化や緊急事態への的確な対処

カ 活力に満ちた魅力ある職場環境の確立

４ 業務重点推進計画について

署長から、次のとおり説明があった。

(1) 地域住民の要望等を反映した活動の推進

ア 警察安全相談の適正処理の推進

イ 被害者のニーズに対応した被害者支援の推進

(2) 各種犯罪抑止活動の推進

ア 犯罪なく３ば運動の推進

イ 関係機関・団体との協働による地域安全運動の推進

ウ 女性・子供を守る諸活動の推進

(3) 身近な犯罪の徹底検挙及びニセ電話詐欺事件の検挙と発生防止

(4) 交通死亡事故抑止対策の推進

ア 主要地方道佐世保日野松浦線上の交通事故抑止対策



イ 積雪凍結時の交通事故抑止対策の推進

(5) 110番通報の周知による地域安全の確保

ア 110番通報の適切な利用に関する広報活動の推進

イ 初動対応の強化による地域安全の確保

(6) 有事に即応できる警備諸対策の推進

ア テロ等違法行為対策の推進

イ 沿岸警戒等による不法入国者の発見・検挙

ウ 自然災害への対応

○ 立番警戒、パトロール、巡回連絡等見せる警戒による交通事故防

止活動の推進について

、提 出 意 見 相浦警察署管内の各町において交通違反車両を見かけることから

交通違反の取締りも含めて街頭活動を強化し、数多く警察官の姿を

見せることで交通事故防止に繋げていただきたい。


